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航空無線通信委員会 審議方針（案） 

 

１ 審議事項 

「航空無線通信の技術的諸問題について」（諮問第１０号）のうち、「航空監視システム

及び航空無線電話システム等の高度化に係る無線設備」の技術的条件 

 

２ 審議体制 

（１）航空監視システムの高度化 

委員会の下に「航空監視システム作業班」を設置し、審議の促進を図る。 

（２）航空無線電話システム等の高度化 

委員会の下に「航空無線電話・航法システム作業班」を設置し、審議の促進を図る。 

 

３ 審議項目 

（１）航空監視システムの高度化 

ＳＳＲモードＳの高度化に係る無線設備の技術的条件を審議する。 

（ア）ＡＤＳ－Ｂに係る無線設備の技術的条件 

（イ）「ＳＳＲモードＳ等の無線設備に関する技術的条件」（昭和６３年７月電気通信技術

審議会一部答申）の見直し 

（２）航空無線電話システム等の高度化 

無線電話のナロー化及び航法システムの高密度置局化等に係る無線設備の技術的

条件を審議する。 

（ア）ＶＨＦ帯無線電話のナロー化に係る技術的条件 

（イ）ＶＯＲ／ＤＭＥ等地上側航法システムの高密度置局に係る技術的条件 

 

４ 審議スケジュール（上記３（１）（ア）の項目の一部先行答申までの部分の抜粋） 

年.月 情報通信技術分科会 航空無線通信委員会
航空監視システ

ム作業班 

航空無線電話・航

法システム作業班 

H19.04 
審議開始報告 

(04/26) 

審議事項等 

(04/19) 
  

H19.05   

第１回 

審議開始 

（上旬） 

第１回 

審議開始 

（上旬） 

H19.06   

第２回 

技術的条件検討 

（上旬） 

第２回 

技術的条件検討 

（中旬） 

H19.07  

委員会報告（案） 

意見陳述 

（中旬） 

第３回 

委員会報告（案） 

（上旬） 

 

H19.08   

第４回 

委員会報告（案） 

（下旬） 

 

H19.09 

一部答申 

[上記３（1）(ｱ)の項目] 

(09/26) 

委員会報告（案） 

[上記３（1）(ｱ)の項目]

（上旬） 
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